
第５回新居浜市議会定例会議案概要

報告第２２号

報告第２３号

報告第２４号

報告第２５号

報告第２６号

認定第 １ 号

認定第 ２ 号

議案第６９号

議案第７０号

議案第７１号

議案第７２号

議案第７３号

議案第７４号

議案第７５号

「行政手続における特定の個人を識別する
ための番号の利用等に関する法律」の施行
に伴い、特定個人情報の適正な取扱いを確
保し、その利用及び提供の制限、開示請求
等について必要な措置を講ずるための条例
の一部改正

同 上

平成２６年度新居浜市工業用水道事業会計
「その他未処分利益剰余金変動額」の処分に
ついて

新居浜市工業用水道事業会計決算に係る
「その他未処分利益剰余金変動額」を処分
するため、「地方公営企業法」第３２条第
２項の規定により、議会の議決を求める。

同 上

新居浜市職員の再任用に関する条例及び新居
浜市職員の退職手当に関する条例の一部を改
正する条例の制定について

「被用者年金制度の一元化等を図るための
厚生年金保険法等の一部を改正する法律」
の施行に伴い、用語の定義を定める引用法
令が改められたことによる所要の条文整備
を行うための条例の一部改正

総 務 部

平成２６年度新居浜市継続費精算報告につい
て

新居浜市公共下水道事業特別会計 同 上

平成２６年度新居浜市水道事業会計継続費精
算報告について

新居浜市水道事業会計 水 道 局

資金不足比率の報告について

水道事業会計､工業用水道事業会計、貯木場
事業特別会計､渡海船事業特別会計､公共下
水道事業特別会計及び工業用地造成事業特
別会計

同 上

　平成２７年

平成２６年度新居浜市水道事業会計「その他
未処分利益剰余金変動額」の処分について

新居浜市水道事業会計決算に係る「その他
未処分利益剰余金変動額」を処分するた
め、「地方公営企業法」第３２条第２項の
規定により、議会の議決を求める。

水 道 局

健全化判断比率の報告について
実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公
債費比率及び将来負担比率

企 画 部

新居浜市手数料条例の一部を改正する条例の
制定について

「行政手続における特定の個人を識別する
ための番号の利用等に関する法律」等の施
行に伴い、通知カード及び個人番号カード
の再交付に係る手数料を徴収するため、及
び住民基本台帳カードの交付に係る手数料
を廃止するための条例の一部改正

市 民 部

決算の認定について
新居浜市水道事業会計
新居浜市工業用水道事業会計

水 道 局

決算の認定について
新居浜市一般会計
新居浜市特別会計

企 画 部

新居浜市個人情報保護条例の一部を改正する
条例の制定について

番　　号 件　　　　名 備　　　　　　　　考

平成２６年度新居浜市継続費精算報告につい
て

新居浜市一般会計 企 画 部

新居浜市債権管理条例の制定について

市の債権管理の一層の適正化を図り、市民
負担の公平性及び財政の健全性の確保を目
的として、市の債権管理に関する事務処理
について必要な事項を定めるための条例の
制定

総 務 部

新居浜市観光交流施設設置及び管理条例の制
定について

市民の健康の増進及び福祉の向上並びに観
光の振興を図るとともに、地域の活性化に
寄与するための新居浜市観光交流施設を公
の施設として設置するに当たり、その設置
及び管理に関し必要な事項を定めるための
条例の制定

経 済 部

［条項の整理］ 



番　　号 件　　　　名 備　　　　　　　　考

議案第７６号

議案第７７号

議案第７８号

議案第７９号

追加提出予定

１　専決処分の報告について（訴えの提起について）

２　新居浜港務局委員会の委員の任命について

３　人権擁護委員の候補者の推薦について（諮問）

４　新居浜港務局委員会の委員の任命について

新居浜市東平記念館設置及び管理条例の一部
を改正する条例の制定について

新居浜市東平記念館について、指定管理者
制度を導入し、指定管理者に管理を行わせ
ることができるよう必要な事項を定めるた
めの条例の一部改正

経 済 部

新居浜市駐車場条例の一部を改正する条例の
制定について

西原駐車場及び中須賀駐車場を平成２８年
３月３１日限り廃止し、民間移管するため
の条例の一部改正

建 設 部

平成２７年度新居浜市一般会計補正予算
（第４号）

私立保育所施設整備事業の公共事業をはじ
め、道路整備事業等の単独事業のほか、個
人番号カード交付事業費等の施策費、港湾
施設災害復旧費等の災害復旧費及び経常経
費について予算措置するもの

企 画 部

平成２７年度新居浜市介護保険事業特別会計
補正予算（第１号）

平成２６年度事業の精算に伴う償還金及び
基金積立金について予算措置するもの

同 上


